
TPP11協定について
アジア太平洋地域11か国（※）において交渉が進められている新たな経済連携協定。米国を含む12か国により、

2016年に署名された環太平洋パートナーシップ協定（TPP12）における合意内容の一部を凍結し、その他の合意内容
を早期に実現することを目指している。

（※）・・・豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム

概 要

TPP11においては、原則、TPP12で合意された内容（①著作物等の保護期間の延長、②著作権等侵害罪の一部非
親告罪化、③アクセスコントロールの回避等に関する措置、④配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与、
⑤損害賠償に関する規定の見直し）を維持し、著作権に係る規定を含む２２項目（前記のうち①及び③）については
凍結することとなっている。なお「凍結」については、各国がそれぞれの判断でその内容を実施することを妨げるもの
ではない。

我が国はTPP12のハイスタンダードを目指す立場から凍結項目も含めて実施するため、TPP11発効日にTPP12整備
法を施行させるための法改正を行った（第196回通常国会）。

TPP11は協定加盟国の過半数（６か国）が国内法整備を終えた旨を通報してから６０日後に発効。平成３０年１０月
３１日、６か国（メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、豪州）が国内手続を完了した旨を通報
したことから、同年１２月３０日に発効。

2013年

７月 日本がTPP12交渉参加

2016年
２月 TPP12署名
12月 TPP12及びTPP12整備法成立

2017年
１月 TPP12から米国の離脱
５月 TPP11の検討開始
12月 TPP11の大筋合意

2018年

３月 署名
６月 TPP11及びTPP11整備法成立
７月 国内手続完了の通報

TPP12及びTPP11のこれまでの経緯

TPP11の合意内容（著作権分野）

（未施行）
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１．改正の概要

環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の概要

（著作権法関係）

（２）著作権等侵害罪の一部非親告罪化

（１）著作物等の保護期間の延長

種類 現行法

著
作
物

原則 著作者の死後５０年

無名・変名 公表後５０年

団体名義 公表後５０年

映画 公表後７０年（※）

実演 実演が行われた後５０年

レコード レコードの発行後５０年

改正案

著作者の死後７０年

公表後７０年

公表後７０年

公表後７０年（※）

実演が行われた後７０年

レコードの発行後７０年

（※）映画の著作物の保護期間については，すでに協定上の義務を満たしている。

現在親告罪とされている著作権等侵害罪について，以下のすべての要件を満たす場

合に限り，非親告罪の対象とする。

①対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
②有償著作物等（※）について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
③有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること

（※）有償で公衆に提供又は提示されている著作物等

非親告罪となる侵害行為の例 親告罪のままとなる行為の例

販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為 漫画等の同人誌をコミケで販売する行為

映画の海賊版をネット配信する行為 漫画のパロディをブログに投稿する行為



環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国において
効力を生ずる日（平成３０年１２月３０日）。

２．施行期日

（３）アクセスコントロールの回避等に関する措置

（４）配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与

著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段（いわゆる「アクセスコント
ロール」）等を権限無く回避する行為について，著作権者等の利益を不当に害
しない場合を除き，著作権等を侵害する行為とみなす（※）とともに，当該回避を
行う装置の販売等の行為について刑事罰の対象とする。 （※）刑事罰の対象とはしない。

暗号化等が施され，
契約者以外視聴不可

視聴可能

不正視聴
カード

【回避行為の例】 アクセスコントロール

アクセスコントロールの
回避装置

アクセスコントロールを
回避して不正視聴

放送事業者等がＣＤ等の商業用レコードを用いて放送又は有線放送を行う際
に，実演家及びレコード製作者に認められている使用料請求権について，対象
を拡大し，配信音源（※）を用いて放送又は有線放送を行う場合についても，使
用料請求権を付与する。

放送事業者
有線放送事業者

放送・有線放送で
音楽を使用

実演家

レコード
製作者 配信音源から利

用曲を取得
配信音源に固定

二次使用料請求権

（※）ＣＤ等の商業用レコードを介さずインターネット等から直接配信される音源

配信音源

（５）損害賠償に関する規定の見直し

侵害された著作権等が著作権等管理事業者により管理されている場合は，著
作権者等は，当該著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額（複数
ある場合は最も高い額）を損害額として賠償を請求することができる。

【現行の損害額に関する規定】
・侵害物の数量×正規品の利益額
・侵害者利益
・使用料相当額

【改正案の規定】
使用料規程により算出した額を請求することができる

（例）カラオケ施設が，使用料規程において1曲1回あたり
120円が使用料とされている演奏を無断で1日30曲，
1,000営業日行った場合

120円／回×30回／日×1,000日＝ 360万円を請求可


